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職
員
数

　

行
財
政
改
革
や
業
務
の
見
直
し
を
通

し
て
、
適
正
な
職
員
数
維
持
に
努
め
て

い
ま
す
（
表
１
・
２
）。
ま
た
、
年
齢

構
成
の
平
準
化
や
技
術
継
承
の
た
め
、

計
画
的
な
採
用
と
定
年
退
職
者
の
再
任

用
制
度
※
１
を
活
用
す
る
ほ
か
、
今
後
の

さ
ま
ざ
ま
な
環
境
変
化
に
弾
力
的
に
対

応
す
る
た
め
、
任
期
付
職
員
制
度
※
２

を
活
用
し
て
い
ま
す
。

職
員
の
採
用
と
退
職

　

平
成
30
年
度
の
職
員
採
用
者
数
は
67

人
で
正
規
職
員
が
39
人
、
再
任
用
職
員

が
25
人
、
任
期
付
職
員
が
3
人
で
す
。

　

正
規
職
員
の
退
職
者
数
は
、
定
年
退

職
が
34
人
、
そ
の
他
の
理
由
の
退
職
が

28
人
で
す
。
再
任
用
職
員
の
任
期
満
了

に
よ
る
退
職
者
数
は
17
人
、
任
期
付
職

員
の
任
期
満
了
に
よ
る
退
職
者
数
は
2

人
で
す
。

給
与
制
度

　

給
与
制
度
は
、
毎
年
見
直
し
や
点
検

を
行
っ
て
い
ま
す
。

平
均
給
料
額
、
平
均
年
齢
な
ど

（
一
般
行
政
職
）

　

職
員
の
給
料
は
、
職
務
の
内
容
と
責

任
に
応
じ
た
級
と
号
俸
か
ら
成
る
給
料

表
に
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。（
表
３
）

ラ
ス
パ
イ
レ
ス
指
数
※
３

（
一
般
行
政
職
）

　

帯
広
市
は
平
成
30
年
度
が
1
0
0
・

３
で
、
平
成
29
年
度
か
ら
0
・
４
ポ
イ

ン
ト
下
が
り
ま
し
た
。

各
種
手
当

◇
退
職
手
当

・
定
年
退
職　

勤
続
25
年
の
場
合
は
33

・
２
７
０
７
５
月
分
、
勤
続
35
年
の
場

合
は
47
・
７
０
９
月
分
。
１
人
当
た
り

の
平
均
支
給
額
は
２
０
５
５
万
円
で
し

た
。

・
自
己
都
合
退
職　

勤
続
25
年
の
場
合

は
28
・
０
３
９
５
月
分
、
勤
続
35
年
の

場
合
は
39
・
７
５
７
５
月
分
。
１
人
当

た
り
の
平
均
支
給
額
は
６
８
４
万
円
で

し
た
。

◇
期
末
・
勤
勉
手
当

　

基
礎
額
（
給
料
月
額
に
扶
養
手
当
な

ど
と
役
職
加
算
額
※
４
を
加
え
た
額
）
に

区
分
ご
と
の
月
数
を
乗
じ
た
額
を
、
６

月
と
12
月
に
支
給
し
ま
す
。（
表
４
）

◇
そ
の
他
の
手
当

・
扶
養
手
当　

１
年
の
収
入
総
額
が
１

３
０
万
円
未
満
の
扶
養
親
族
の
あ
る
職

員
に
支
給
し
ま
す
。

　

国
の
制
度
と
同
様
に
、
配
偶
者
６
５

０
０
円
、
子
１
人
に
つ
き
１
万
円
、
父

母
な
ど
１
人
に
つ
き
６
５
０
０
円
支
給

し
ま
す
。
満
16
歳
の
年
度
始
め
か
ら
満

22
歳
の
年
度
末
ま
で
の
子
１
人
に
つ
き

５
０
０
０
円
加
算
さ
れ
ま
す
。

・
通
勤
手
当　

２
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上

の
通
勤
に
自
家
用
車
や
バ
ス
な
ど
を
利

用
し
て
い
る
職
員
に
対
し
、
通
勤
距
離

や
運
賃
の
額
に
応
じ
て
支
給
し
ま
す
。

・
住
居
手
当　

借
家
の
場
合
の
み
家
賃

額
に
応
じ
、
最
高
２
万
７
０
０
０
円
支

給
し
ま
す
。

・
時
間
外
勤
務
手
当　

正
規
の
勤
務
時

間
を
超
え
て
勤
務
し
た
職
員
に
支
給
し

ま
す
。
平
成
30
年
度
の
支
給
額
は
、
支

給
職
員
１
人
当
た
り
平
均
月
額
２
万
６

４
７
３
円
で
し
た
。
他
に
、
管
理
職
手

当
・
単
身
赴
任
手
当
・
寒
冷
地
手
当
・

休
日
勤
務
手
当
・
市
立
高
等
学
校
教
員

に
支
給
す
る
特
殊
勤
務
手
当
な
ど
が
あ

り
ま
す
。

職
員
給
与
費
決
算
額

　

給
与
費
は
、
毎
月
の
給
料
と
扶
養
手

当
や
時
間
外
勤
務
手
当
な
ど
の
諸
手
当
、

民
間
企
業
の
賞
与
に
当
た
る
期
末
・
勤

勉
手
当
な
ど
を
合
わ
せ
た
も
の
で
す
。

　

決
算
額
は
市
長
と
副
市
長
、
監
査
委

員
、
公
営
企
業
管
理
者
、
教
育
長
の
給

与
を
含
め
た
金
額
で
す
（
退
職
手
当
は

除
く
）。（
表
５
）

人
件
費

　

人
件
費
に
は
、
職
員
の
給
与
・
退
職

手
当
・
共
済
費
の
事
業
主
負
担
分
の
ほ

か
、
市
議
会
議
員
や
審
議
会
な
ど
の
委

員
に
支
払
う
報
酬
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

（
表
６
）

特
別
職
な
ど
の
給
料
・
報
酬
・
諸
手
当

　

市
長
や
副
市
長
と
い
っ
た
特
別
職
の

給
料
・
報
酬
は
、
市
内
の
公
共
的
団
体

の
代
表
者
な
ど
で
構
成
す
る
帯
広
市
特

別
職
報
酬
等
審
議
会
の
報
告
な
ど
を
も

と
に
決
定
し
て
い
ま
す
。（
表
７
）

　
市
職
員
の
数
や
給
与
、
勤
務
条
件
に
つ
い
て
、
公
平
性
や
透
明
性
を
高
め
る
た
め
、「
帯
広
市
人
事
行
政
の
運
営
等
の
状
況

の
公
表
に
関
す
る
条
例
」
に
基
づ
き
公
表
し
ま
す
。

職
員
課
（
市
庁
舎
５
階
、
☎
65
・
４
１
０
７
、
65
・
４
１
０
８
）

問
い
合
わ
せ

市
の
職
員
数
と
給
与

平
成
30
年
度
帯
広
市
人
事
行
政
の
運
営
状
況

表１　部門別職員数

表２　級別職員構成

各年度４月１日現在
単位：人

各年度４月１日現在

人数

平成30年度 令和元年度 増減

議 　 会 11 11 0

総 　 務 179 178 -1

税 　 務 71 72 1

労 　 働 2 2 0

農 林 水 産 42 41 -1

商 　 工 39 36 -3

土 　 木 145 145 0

民 　 生 227 222 -5

衛 　 生 91 93 2

教 　 育 207 204 -3

消 　 防 198 196 -2

水 　 道 56 54 -2

下 水 道 21 20 -1

そ の 他 69 68 -1

合 　 　 計 1358 1342 -16

職員数は一般職に属する職員の数です。
短時間勤務の再任用職員は入っていません。

職務の級 標準的な職務
人数（構成比）

平成30年度 令和元年度
1 級 係員の職務 237 (17％) 215 (16％)
2 級 主任補及び専門員の職務 421 (31％) 432 (32％)
3 級 主任及び主任専門員の職務 223 (17％) 225 (17％)
4 級 係長及び主査の職務 247 (18％) 249 (18％)
5 級 課長補佐の職務 89 (7％) 75 (6％)
6 級 課長の職務 86 (6％) 89 (7％)
7 級 企画調整監の職務 29 (2％) 28 (2％)
8 級 部長の職務 26 (2％) 29 (2％)

合　計 1358 1342

表３　平均給料額、平均年齢など（一般行政職） 各年度４月１日現在

区　　分 平成30年度 令和元年度
平均給料月額 30万6100円　 30万6300円　

平均年齢 41.3歳　 40.8歳　

初任給
大学卒 17万9200円　 18万700円　
高校卒 14万7100円　 14万8600円　

表６　人件費
区　　　分 普通会計分 企業会計分

歳出額（Ａ） 804億8865万円 141億6371万円

人件費（Ｂ） 108億936万円 5億8271万円

人件費率（Ｂ／Ａ） 13.4％ 4.1％

（参考）平成29年度人件費率 13.0％ 4.6％

※
１
　
再
任
用
制
度
と
は

　

定
年
退
職
し
た
職
員
な
ど
を
任

期
を
定
め
て
再
雇
用
し
、
公
務
で

培
っ
た
知
識
や
経
験
を
広
く
活
用

す
る
制
度
で
す
。

※
２
　
任
期
付
職
員
制
度
と
は

　

専
門
性
を
必
要
と
す
る
業
務
や

期
間
が
限
定
さ
れ
る
業
務
な
ど
に

対
応
す
る
た
め
、
期
間
を
限
っ
て

職
員
を
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る

制
度
で
す
。

※
３
　
ラ
ス
パ
イ
レ
ス
指
数
と
は

　

一
般
行
政
職
に
つ
い
て
、
国
家

公
務
員
の
給
料
水
準
を
１
０
０
と

し
た
場
合
の
地
方
公
務
員
の
給
料

水
準
を
示
し
た
も
の
で
す
。

表５　職員給与費決算額
区　　　分 普通会計分 企業会計分

職員数（Ａ） 1217人 77人

給
与
費

給　料 43億5873万円 2億6628万円
職員手当 10億5836万円 4602万円

期末・勤勉手当 16億9384万円 9987万円
計（Ｂ） 71億1093万円 4億1217万円

1人当たりの給与費（Ｂ／Ａ） 584万2999円 535万2857円

職員数は平成30年4月に給料を支給した職員の数（国保、介護、後期高齢
者医療、ばんえい競馬会計分を除く）です。

表４　期末・勤勉手当
区　　分 期末手当 勤勉手当

6月期 1.225月分（0.65月分） 0.90月分（0.425月分）
12月期 1.375月分（0.80月分） 0.95月分（0.475月分）

合　　計 2.60月分（1.45月分） 1.85月分（  0.90月分）

一人当たり
平均支給額

普通会計分　139万1000円
企業会計分　129万7000円

 (   )内は再任用職員の支給割合
※４　役職加算額：給料月額×役職による加算5〜20％
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服
務
・
勤
務
条
件
・

職
員
研
修
な
ど

　

職
員
の
勤
務
条
件
は
、
地
方
公
務
員

法
に
基
づ
き
、
国
や
他
の
地
方
公
共
団

体
の
職
員
と
の
間
に
バ
ラ
ン
ス
を
失
わ

な
い
よ
う
考
慮
し
な
が
ら
条
例
で
定
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
職
員
の
資
質

向
上
の
た
め
、
計
画
的
に
研
修
を
実
施

し
て
い
ま
す
。

勤
務
時
間
と
休
暇
・
休
業

　

勤
務
時
間
は
１
日
７
時
間
45
分
、
１

週
間
38
時
間
45
分
で
す
。
休
暇
は
年
次

有
給
休
暇
・
病
気
休
暇
・
特
別
休
暇
（
産

前
産
後
・
忌
引
・
夏
季
休
暇
な
ど
）・

介
護
休
暇
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　

年
次
有
給
休
暇
は
１
年
に
20
日
与
え

ら
れ
、
そ
の
年
に
使
用
し
な
か
っ
た
日

数
は
、
20
日
を
限
度
に
翌
年
に
繰
り
越

し
ま
す
。
平
成
30
年
の
職
員
１
人
当
た

り
の
平
均
取
得
日
数
は
10
・
5
日
で
し

た
。
休
業
制
度
の
取
得
状
況
は
、
育
児

休
業
が
32
人
、
育
児
短
時
間
勤
務
が
２

人
、
部
分
休
業
が
23
人
で
し
た
。

服
務

　

市
民
の
疑
惑
や
不
信
を
招
く
こ
と
が

な
い
よ
う
、
職
員
に
対
し
て
倫
理
保
持
、

交
通
安
全
な
ど
に
つ
い
て
の
注
意
喚
起

を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

職
員
が
営
利
企
業
な
ど
に
従
事
す
る

こ
と
は
制
限
さ
れ
ま
す
が
、
職
務
遂
行

に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
と
判
断
さ
れ
る

場
合
は
、
許
可
を
受
け
従
事
で
き
ま
す
。

　

平
成
30
年
度
は
市
長
選
挙
の
投
開
票

事
務
な
ど
合
計
で
４
０
０
件
を
許
可
し

ま
し
た
。

人
事
評
価

　

職
員
個
々
の
能
力
を
把
握
し
て
、
職

員
の
意
欲
の
増
進
、
組
織
全
体
の
士
気

や
公
務
能
率
の
向
上
を
図
る
こ
と
を
目

的
と
し
た
人
事
評
価
制
度
を
導
入
し
て

い
ま
す
。

職
員
の
育
成
の
た
め
の
取
り
組
み

　

地
方
自
治
体
に
お
け
る
、
さ
ま
ざ
ま

な
課
題
に
対
し
、
適
切
に
対
応
し
、
市

民
か
ら
信
頼
さ
れ
る
組
織
・
職
員
づ
く

り
の
た
め
に
、
人
材
育
成
推
進
プ
ラ
ン

を
作
成
し
、
必
要
な
能
力
開
発
、
意
識

の
向
上
に
努
め
て
い
ま
す
。

　

平
成
30
年
度
の
研
修
受
講
者
数
は
、

新
規
採
用
職
員
研
修
や
役
職
別
の
基
本

研
修
が
１
１
４
９
人
、
特
別
研
修
が
７

４
７
人
、
専
門
研
修
機
関
や
先
進
地
な

ど
へ
の
派
遣
研
修
が
34
人
で
し
た
。

職
員
の
福
祉
と
利
益
の
保
護

　

職
員
の
福
利
厚
生
増
進
の
取
り
組
み

の
う
ち
、
共
済
事
業
な
ど
は
北
海
道
都

市
職
員
共
済
組
合
が
、
そ
の
他
の
事
業

の
一
部
は
、
市
か
ら
委
託
を
受
け
た
帯

広
市
職
員
福
利
厚
生
会
が
実
施
し
て
い

ま
す
。
こ
の
う
ち
、
職
員
の
人
間
ド
ッ

ク
受
診
と
定
期
健
康
診
断
の
再
検
査
に

関
わ
る
事
業
費
の
一
部
を
助
成
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、
職
員
が
公
務
上
の
災
害

を
被
っ
た
場
合
の
救
済
を
目
的
と
し
た

公
務
災
害
補
償
制
度
が
あ
り
ま
す
。
平

成
30
年
度
の
災
害
件
数
は
、
公
務
災
害

が
10
件
、
通
勤
災
害
は
０
件
で
し
た
。

分
限
処
分
と
懲
戒
処
分

　

分
限
処
分
は
、
心
身
の
問
題
や
刑
事

事
件
で
の
起
訴
な
ど
に
よ
り
、
職
務
が

十
分
に
果
た
せ
な
い
場
合
に
、
公
務
の

能
率
維
持
を
目
的
と
し
て
行
い
ま
す
。

　

平
成
30
年
度
は
心
身
の
問
題
で
、
15

人
が
分
限
処
分
（
休
職
14
件
、
免
職
１

件
）
に
な
り
ま
し
た
。

　

懲
戒
処
分
は
、
職
員
の
義
務
違
反
に

対
し
、
道
義
的
責
任
を
問
い
、
公
務
遂

行
の
秩
序
を
維
持
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
行
い
ま
す
。
平
成
30
年
度
は
２
人

が
懲
戒
処
分
（
減
給
１
件
、
停
職
１
件
）

に
な
り
ま
し
た
。

不
服
申
し
立
て
・
措
置
要
求

　

平
成
30
年
度
は
、
分
限
処
分
や
懲
戒

処
分
と
い
っ
た
不
利
益
処
分
に
対
す
る

職
員
か
ら
の
不
服
申
し
立
て
、
苦
情
相

談
、
勤
務
条
件
に
関
す
る
措
置
の
要
求

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

職
員
の
退
職
管
理

　

退
職
し
た
元
職
員
か
ら
の
働
き
掛
け

を
規
制
す
る
と
と
も
に
、
管
理
ま
た
は

監
督
の
地
位
に
あ
っ
た
元
職
員
（
課
長

補
佐
職
以
上
）
が
退
職
後
、
営
利
企
業

な
ど
へ
再
就
職
し
た
場
合
は
届
け
出
を

受
け
て
い
ま
す
。

　

平
成
30
年
度
の
退
職
者
に
お
け
る
再

就
職
の
届
け
出
状
況
は
10
人
で
し
た
。

　

な
お
、
届
け
出
状
況
に
つ
い
て
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表
し
て
い
ま
す
。

表７　特別職などの給料・報酬・諸手当
市　長 副市長

給料月額 100万5000円 80万5000円

期末手当 ［6月期］2.125月分　［12月期］2.325月分
（給料月額＋役職加算額）×期末手当月数　※役職加算額：給料月額×20％

寒冷地手当
（月額）

　［11月～3月に支給］
世帯主で扶養親族がいる場合　　2万6380円
世帯主で扶養親族がいない場合　1万4580円

退職手当
(在職月数1月につき)

給料月額×36.96 給料月額×30.81
100 100

議　長 副議長 議　員
報酬月額 58万円 51万円 47万円

火災はすべてを奪います火災はすべてを奪います
失ってからでは、遅すぎる！失ってからでは、遅すぎる！

住宅用
火災警報器を
設置していれば…

ピ
ピ
ピ

ひ
と
つ
ず
つ 

い
い
ね
！
で

確
認 

火
の
用
心

10
月
15
日
～
31
日
は
秋
の
火
災
予
防
運
動

期
間
で
す

　

秋
の
火
災
予
防
運
動
期
間
中
、
防
火

へ
の
意
識
向
上
の
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま

な
イ
ベ
ン
ト
や
取
り
組
み
を
行
い
ま
す
。

◆
防
火
訪
問

　

高
齢
者
や
体
が
不
自
由
な
人
の
家
を

消
防
職
員
ま
た
は
消
防
団
員
が
訪
問
し
、

住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置
状
況
や
ス

ト
ー
ブ
な
ど
の
火
の
周
り
を
確
認
し
ま

す
。

◆
防
火
演
劇
の
上
演

　

市
内
の
幼
稚
園
や
保
育
所
で
、
帯
広

市
消
防
団
桜お

う
か華
分
団
の
女
性
団
員
が
、

「
火
遊
び
の
防
止
」
を
テ
ー
マ
に
防
火

演
劇
を
上
演
し
、
子
ど
も
た
ち
に
火
や

煙
の
恐
ろ
し
さ
を
伝
え
ま
す
。

◆
街
頭
啓
発

　

期
間
中
、
消
防
職
員
が
火
災
の
予
防

を
目
的
に
市
内
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト

な
ど
で
啓
発
運
動
を
行
い
ま
す
。

帯
広
消
防
署
指
導
課
（
西
６
南
６
、
消
防
庁
舎
１
階
、
☎
26
・
９

１
３
１
）

問
い
合
わ
せ

火の用心！！

消防ふれあいフェア２０１９
　「見て・知って・学んで・遊ぶ」をテーマに
消防署の仕事を知ってもらう催しです。はし
ご車搭乗体験（先着 80 組）、消防士体験、救
急体験、119 番体験などを行います。

※ はしご車搭乗体験は、当日 10 時 20 分より先
着で整理券を配布します。ご了承ください。

 日 時　10月20日㈰、10時30分～12時30分
 場 所　消防庁舎（西6南6）

消防からのお願いです
〇 住宅用火災警報器の設置は義務化され

ています。
〇 火災から大切な命を守るために、住宅

用火災警報器を設置しましょう。
〇 設置場所は、寝室と寝室がある階の階
段上部（１階は除く）です。

〇 設置した後も定期的に点検し、10年を
目安に交換しましょう。


